
公表様式 

(１) 契約の名称 

 

令和６年度 西粟倉村 SDGs 推進業務 委

託契約 

(２) 契約に係る物品又は役務の名称及び

数量 

令和６年度 西粟倉村 SDGs 推進業務 

(３) 契約に関する事務を担当する課の名

称 

総務企画課 

(４) 契約の相手方の氏名及び住所（法人

その他の団体にあっては、その名称、事務

所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

英田郡西粟倉村大字長尾１４３５番地２ 

一般社団法人 Nest   

代表理事 福岡 要 

(５) 随意契約を行った理由（令第 167 条

の２の規定及びその規定を採用した理由も

明記） 

地方自治法施工令第 167 条の２第 1 項第２

号 

（なぜその規定を採用したか） 

村が取り組んでいる SDGs 未来都市事業を

熟知し、行政組織及び学校・地域とのコミ

ュニティ機能と精通していることが業務の

実施には必要となる。その業務の性質又は

目的が、通常の一般入札などでは達成する

ことが見込めないため。 

(６) 契約の相手方とした理由 令和５年度から取り組む推進事業では、全

村を巻き込んだ普及啓発事業を実施してい

る。その際、学校・地域コミュニティといっ

た、重要なステークホルダーに精通してい

る点、そして、小中学校で SDGs 推進の総

合学習も担当している点、長期的な視点（現

在三か年計画）で推進事業を行うことを考

えている点、以上より地域全体で SDGs を

推進する事業者であると判断したため。 

(７) 公募に応じた者の中から契約の相手

方を決定したときは、申請方法及び決定方

法 

なし 

(８) 契約を締結した日 

 

令和６年５月３１日 

(９) 契約金額 １，５９５，０００円 

（うち消費税額 １４５，０００円） 



 

 

 

(１０) その他村長が必要と認める事項 なし 


